
本人確認

市役所

流れ

転入届
高岡市に住み始めた日から、14日以内に届出してください。

【届出に必要なもの】

・前の住所地で発行された「転出証明書」

(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方には原則発行されま
せん)

・お持ちの方は、「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」

・外国人の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」

高岡市に引っ越しされた方へ

関連する手続きは、

次のページです

必要な書類がそろわない場合は、

後日あらためてご来庁いただく場合

があります。

転入

高岡市役所
〒９３３－８６０１

高岡市

広小路７番５０号

◆市役所代表電話

０７６６－２０－１１１１
◆開 庁 時 間

午前 ８時３０分 ～ 午後 ５時１５分
（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです）

の手続きは、伏木・戸出・中田・福岡支所でも

可能です。内側のチェックシートでご確認ください。

「マイナンバーカード」または

「住民基本台帳カード」をお持ちの方へ

市区町村をまたいだ住所異動をしたときは、新住所地でカード

の継続利用手続きが必要です。

※必ずカードをご持参ください。

ただし、次の場合はカードが失効し、継続利用ができないため、

再発行となります。

◎ 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合

◎ 住み始めた日から14日以内に転入届を行わなかった場合

◎ 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わ

なかった場合

◎ カードの有効期間が過ぎている場合

◎ カードの運用状況が廃止となっている場合

◎ カードの追記欄に余白がない場合



本人確認書類（説明は表面）をお持ちください。

に関連するおもな手続き 課名の下に書いてある色は、窓口看板の色です。

下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

マイナンバーカードをお持
ちの方

□
マイナンバーに関する
住所変更等

・マイナンバーカード

前住所地でマイナンバー
カードを申請してまだ受け
取られていない方

□
再申請が必要
申請中であることを申
し出てください

国民健康保険に加入する方 □
国民健康保険の加入の
手続き

・マイナンバーカード
（お持ちでない方は本人
確認書類及びマイナン
バーのわかるもの）

１階①②
20-1374

前の市町村で後期高齢者医
療資格確認書（または被保
険者証）を持っていた方

□
県外からの転入の場合
は手続きが必要

・後期高齢者医療負担区
分等証明書
・マイナンバーカード
（お持ちでない方は本人
確認書類及びマイナン
バーのわかるもの）

１階③
20-1481

国民年金に加入する方また
は受給中の方

□

手続き不要
※前住所地で退職した
方は国民年金加入への
手続きが必要です

（前住所地で退職した方
のみ）
・退職を証明する書類
・基礎年金番号通知書ま
たは年金手帳

１階④
20-1362

18歳まで（18歳になって
最初の3月31日まで）の子
どもがいる方、またはご本
人

□

こども医療費助成の申
請
※転入日から15日以
内
※支所の場合、後日郵
送

・子の保険証情報が確認
できるもの（有効期限内
の健康保険証、資格確認
書、資格情報のお知ら
せ、マイナポータルの保
険証情報画面等）

18歳まで（18歳になって
最初の3月31日まで）の子
どもがいる方

□
児童手当の受給申請
※転出予定日の翌日か
ら15日以内

・父母のマイナンバーが
分かるもの
・請求者の預金通帳
・請求者の被保険者情報
がわかる書類（有効期限
内の健康保険証、資格確
認書、資格情報のお知ら
せ、マイナポータル上の
被保険者情報が記載され
いる画面の写し等）
・子のマイナンバーが分
かるもの※子と別居して
いるとき（後日提出可）

※請求者は原則、父母の
うち所得の高い方となり
ます
※必要に応じて別途提出
書類が必要となることが
あります

小・中学校の児童生徒がい
る方

□

入学指定書の交付
※就学援助制度につい
ては、学校へお問い合
わせください

・在学証明書
・教科用図書給与証明書

学校教育課
５階

20-1449

・0歳～13歳未満の子ども
がいる方
・中学1年生から高校1年
生相当（女子）の子どもが
いる方

□
乳幼児健康診査および
予防接種の手続き

・母子健康手帳
・乳児は、乳児一般健康
診査受診票（旧住所地発
行）

健康増進課
(保健センター)
本丸町7番25号

20-1349

受付窓口

２階⑯
20-1381

１階⑥
20-1337

保険

子ども

住所

戸籍



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

令和4年度以前に生まれた
3歳未満の子どもがいる方

□

とやまっ子子育て応援
券の申請
※県内他市町村で申請
していない場合

２階⑯
20-1393

・保育園・認定こども園・
幼稚園等に入園している子
どもがいる方
・前住所地で、幼児教育・
保育の無償化の認定を受け
ていた方

□

入園・認定申請
※現在利用中の園を継
続利用したい場合は事
前手続きが必要

・市内の園へ入園希望の
方（新規・継続）は入園
申請書等（希望園から受
取り、園へ提出）
・市外の園へ入園希望の
方（新規・継続）は保護
者の就労証明書等、マイ
ナンバーカード
詳しくはお問い合わせく
ださい

２階⑮
20-1377

前住所地で未熟児養育医療
を受給していた方

□ 養育医療の転入手続き

・父母、子および同居家
族のマイナンバーがわか
るもの
・子の保険証情報が確認
できるもの（有効期限内
の健康保険証、資格確認
書、資格情報のお知ら
せ、マイナポータルの保
険証情報画面等）
・養育医療意見書※医療
機関で記入

児童扶養手当・ひとり親家
庭等医療費助成を受給して
いる方

□

・児童扶養手当の転入
手続き
・ひとり親家庭等医療
費助成の申請

特別児童扶養手当を受給し
ている方

□
特別児童扶養手当の転
入手続き

妊娠中の方 □
妊娠届出または妊婦転
入手続き

・母子健康手帳
・妊婦一般健康診査およ
び産婦健康診査受診票
（旧住所地発行）
・マイナンバーカード
（お持ちの方）

産後1か月以内の方 □ 産婦健康診査
・産婦健康診査受診票
（旧住所地発行）

前住所地で妊産婦医療費受
給者証を持っていた方

□

妊産婦医療費助成の申
請
※支所の場合、後日郵
送

・妊産婦医療費受給資格
申請書（医師の診断が記
載してあるもの）
・マイナンバーがわかる
もの（本人と夫）
・本人と夫の保険証情報
が確認できるもの（有効
期限内の健康保険証、資
格確認書、資格情報のお
知らせ、マイナポータル
の保険証情報画面等）
・母子健康手帳

２階⑯
20-1381

身体障害者手帳、療育手帳
または精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方

□

身体障害者手帳、療育
手帳または精神障害者
保健福祉手帳の転入手
続き

・手帳
・写真（縦4㎝×横3㎝）
※県内からの転入、身体
障害者手帳の場合は写真
不要
・マイナンバーカード
（お持ちの方）

１階⑪
20-1369

※　裏面もあります

健康増進課
(保健センター)
本丸町7番25号

20-1344

２階⑯
20-1381

詳しくはお問い合わせく
ださい

受付窓口

障がい

子ども

妊産婦



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

自立支援医療受給者証（更
生・育成・精神）をお持ち
の方

□ 受給者証の転入手続き

・受給者証
・健康保険証（受給者と
同一保険の方全員分）
・マイナンバーカード
（お持ちの方）
・前住所での課税証明書
が必要になる場合があり
ます。詳しくは窓口でお
問い合わせください

障害福祉サービスを受けて
いる方

□

申請手続き
※転入先が住所地特例
施設（障害者支援施設
等）の方は除く

・障害福祉サービス受給
者証
・手帳
・健康保険証
・自立支援医療受給者証
（お持ちの方）
・特定医療費（指定難
病）受給者証（お持ちの
方）
・マイナンバーカード
（お持ちの方）

原付・農耕作業用車（トラ
クター等）をお持ちの方

□

登録等
※支所の場合、ナン
バープレート交付は後
日再来所

・転入前車両のナンバー
プレートまたは本人名義
の廃車証明書
・届出者の本人確認書類

２階③④
20-1263

前住所地で介護認定を受け
ている方

□

認定申請
※転入先が住所地特例施設
（特別養護老人ホーム等）
の方は除く

・受給資格証明書（お持
ちの方）
※転入日から14日以内に
提出してください

２階⑫
20-1365

・満65歳の者で、高齢者
用肺炎球菌予防接種を過去
に接種したことがない方
・今年度、帯状疱疹定期予
防接種の対象年齢で、過去
に接種したことがない方

□ 予防接種の手続き
・本人確認書類（運転免
許証、健康保険証、マイ
ナンバーカード）

健康増進課
(保健センター)
本丸町7番25号

20-1349

犬を飼っている方 □ 住所変更
・旧住所地で発行された
犬鑑札

市民生活課
７階

20-1351

□ 使用開始届

※使用開始・中止はWeb
からもお申込みできま
す。「高岡市上下水道使
用開始および中止」で検
索してください。

□
上下水道料金の口座振
替（希望者）

・預金（貯金）通帳
・お届け印
・お客様番号のわかるも
の（検針票など）または
最近の領収書
※Webからもお申込みで
きます。「高岡市上下水
道Web口座振替サービ
ス」で検索してくださ
い。

※ 税務関係等についても、
 　手続きが必要な方は済ませてください。

上下水道の手続き 上下水道局

上下水道局

庁舎１階

水道料金セン

ター

20‐1616

１階⑪
20-1369

受付窓口

税

高齢

その他

障がい

２階

1階


